
空港予定地内所在遺跡の名称の変更について

1。 はじめに

新東京国際空港予定地内所在遺跡の遺跡名称

は、これまで遺跡名称の認識において混乱が生 じ

てきた。

この混乱を解消するために、『新東京国際空港埋

蔵文化財発掘調査報告書ⅧJ(1993 財団法人千葉

県文化財センター)に おいて、遺跡名称の変更を

行なったが、遺跡名称の変更の理由については不

十分なものであった。そこで、本文において、遺

跡名称の変更の経緯 。理由等については詳 しく触

れ、遺跡名称の変更の必要性を理解していただき、

新遺跡名称が継続的に用いられ、定着するように

なることを目的とする。

2.遺跡名称混乱の原因

混乱が生じてきている主な原因として、以下の

点があげられる。

①遺跡名称が系統だててつけられていないこと。

②遺跡名称を継続的に用いていないこと。

③同一遺跡でありながら複数の遺跡名称が使わ

れていること。

④遺跡名称の認識が困難であること。

このような状況であったので、空港予定地内所

在遺跡の遺跡名称について検討を試みた結果、 こ

れまでの遺跡名称のつけ方の経緯をふまえて、遺

跡名称を新たにつけて遺跡名称を整理する必要が

あるという結論にいたった。

また、今後報告予定の空港予定地内の遺跡数は

14遺跡あり、報告書刊行予定数も十数冊にもなり、

これまでに報告された遺跡数・ 報告書冊数の約 3

倍にものぼることになっている。現段階において、

空港予定地内の遺跡名称の混乱を整理しておかな

いとますます混乱をきたすことが予想される。 こ

のように、今後のことを考慮にいれても、新たに

遺跡名称をつける必要があった。
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3.空港予定地内所在遺跡における遺跡名称のつ

け方の経緯

(1)遺跡名称の経緯の概要

空港予定地内の報告書は『新東京国際空港埋蔵

文化財発掘調査報告書ⅥI』 までに5冊刊行されて

いる。また、空港予定地内の遺跡が含まれる遺跡

分布図が 6冊刊行されている。

これら空港予定地内所在の遺跡名称がどのよう

につけられてきたかを振り返ってみて、今後の間

題点を抽出してみることにする。

(2)「新東京国際空港関係予定地区内遺跡分布調

査報告書』(1970 千葉県教育委員会)

本報告書では、「**遺跡 (NQ**)」 という遺

跡名の表記をしている。この時点で遺跡名と併記

して、初めて遺跡番号を「NQ**」 で表示してい

る。しかしながら、遺跡名のつけ方が大字名、小

字名、あるいは、その他に基づいてつけられてお

り、遺跡名称の表記方法が何に基づいて表記する

のか明確でなかったのである。また、遺跡番号と

遺跡名の対応関係が明確でない遺跡も認められる。

そのうえ、遺跡の所在地が明確でなく、明らかに

所在地とは異なる字名に基づいて遺跡名をつけて

いる遺跡もあつた。

(3)『三里塚―新東京国際空港用地内の考古学的

調査―』(1971 財団法人千葉県北総公社)

本報告書は、遺跡名を前報告書においてつけら

れた遺跡番号で表記する「No**遺跡」は基本的

には踏襲された。大字名、小字名、その他に基づ

いた「**遺跡」は用いられていない。そのため

「No**遺跡」としか表記せず、何の「NQ**遺

跡」であるか明確でない。この遺跡命名方法の整

備が行われなかったことが、この後の遺跡名称の

混乱の大きな要因といえよう。

また、No 3と NQ14と 識別した広大な区域は、そ

れぞれ「No 3遺跡群」と「No 14遺跡群」としてと
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らえているが、「No 3遺跡群」の中に「NQ 3遺跡」・

「No51遺跡」。「No52遺跡」が含まれ、「NQ14遺跡群」

の中に「No14遺跡」。「No55遺跡」。「NQ56遺跡」が

含まれるとしているが、それぞれの遺跡範囲が明

確に示されておらず、個別に遺跡を識別すること

が困難な遺跡であった。

(4)『木の根』(1981 財団法人千葉県文化財セン

ター)

本報告書においても、「三里塚』においてみられ

たような混乱が生じている。本報告書の中では「No 5

遺跡」、「NQ 6遺跡」が記載されているが、遺跡名

称を用いる場合、何の「No 5遺跡」、「NQ 6遺跡」

なのか明確には記載されていない。そのため、「NQ 5

遺跡」と「No 6遺跡」を両方合わせて「木の根遺

跡」と認識する人や、「木の根NQ 5遺跡」、「木の根

No 6遺跡」と認識する人、「NQ 6遺跡」の方だけ「木

の根遺跡」と認識する人、あるいは「三里塚No 5

遺跡」、「三里塚No 6遺跡」と認識する人などいろ

いろ混乱が生じている。

(5)「新東京国際空港埋蔵文化財調査報告書Ⅲ―

ぬ14遺跡―』(1983 財団法人千葉県文化財セ

ンター]

『新東京国際空港埋蔵文化財調査報告書Ⅳ―

No 7遺跡―』(1984 財団法人千葉県文化財セ

ンター)

『新東京国際空港埋蔵文化財調査報告書 V―

ぬ 2遺跡。ぬ10遺跡―』(1985 財団法人千葉

県文化財センター)

これら3冊 においても、『三里塚』、『木の根』に

おいてみられたような混乱が生じている。何の「No*

*遺跡」なのか明確には表示されていない。例え

ば、「三里塚No**遺跡」、「空港NQ**遺跡」、「新

東京国際空港NQ**遺跡」等、どのようにして遺

跡名を表記するのか提示されていない。

(6)『成田市文化財分布調査報告書』(1974 成田

市教育委員会)

『千葉県多古町埋蔵文化財分布地図』(1981多

古町教育委員会)

『芝山町の遺跡―芝山町埋蔵文化財包蔵地所

在調査報告書―』(1982 芝山町教育委員会)

これら市・町教育委員会刊行の遺跡分布地図に

おいては、大きく分けて① o②の2つ の傾向があ

る。

① それぞれの市・町において遺跡名称をつけて

いる場合… [成田市。芝山町]

② 空港予定地内の遺跡分布。名称には触れてい

ない場合… [多古町]

①のようにそれぞれの市・町でつけられた遺跡

名称は、『三里塚』においてつけられていた遺跡名

称 と一部一致する名称があるが、ほとんどの遺跡

名称は一致してはいない。このように、ここにお

いても、新たに別の遺跡名称が加わり混乱が生じ

てきている。

新たにつけた遺跡名称が系統だててつけられた

ものであれば、それを継承 していけば良いと思わ

れるが、必ずしもそのような経緯でつけられたも

のではないようである。例えば、成田市の場合、

『成田市文化財分布調査報告書』において小字名

の遺跡名称を用いているが、現在は大字小字名の

遺跡名称につけ替えている。

このように、空港予定地内の遺跡名称が千葉県

文化財センター・成田市 。芝山町・多古町におい

て個別に使われている状況であったので、成田市・

芝山町 。多古町の各教育委員会に空港予定地内の

遺跡名称の検討について相談に伺った結果、空港

予定地内の遺跡の遺跡名称を千葉県文化財センタ

ーでつけても別段問題はないのではないかという

話を聞 くことが出来た。その場合、遺跡名称の経

緯 とつけ方がわかるものにしておく必要があると

いうことであつた。

(7)『千葉県埋蔵文化財分布地図 (1)一東葛飾 。

印格地区―』 (1985 千葉県教育委員会 )

『千葉県埋蔵文化財分布地図 (2)一千葉市 0

香取 0海上・山武地区―』 (1986 千葉県教育

委員会 )

これらの遺跡分布地図は、空港予定地内の遺跡

に対 して、「三里塚NQ**遺跡」、「三里塚NQ**遺

跡 (**遺跡 )」 、「小字遺跡」等の遺跡名の表記が

みられ、遺跡名称のつけ方に統一がとられていな

い。また、各市・ 町の追跡分布地図の遺跡名称の

整合性 もなく、 ますます遺跡名称に混乱が生じる

結果になっている。
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(8)遺跡名称の経緯からみた現状の課題

(2)～ (7)に おいて遺跡名称の経緯をみてきて

最 も問題になるのは、遺跡名称を系統だててつけ

てないことである。また、遺跡名称をつけたとし

ても、遺跡名称を継続的に用いておらず、同一遺

跡でありながら複数の遺跡名で呼ばれているとい

う現状がある。

このような経緯から遺跡名称を新たにつけて遺

跡名称を整理する必要が生じてきた。

4。 新遺跡名称のつけ方の原則 とその表記方法

(1)通常の遺跡名称のつけ方

現在遺跡名称は、通常「小字遺跡」、あるいは、

「大字小字遺跡」でつけている。特に最近では、

遺跡名称が重複することを避け、地域が明確にな

るように、大字小字名で遺跡名を表示することが

多 くなってきている。空港予定地内の遺跡の大半

を占める成田市においても、現在では「大字小字

遺跡」の表記方法で遺跡名称をつけるようにして

いる。

(2)遺跡名称の識別

遺跡名称の識別において、「NQ**遺跡」という

数字の表示ではきわめて識別する事が困難になる

場合がある。 しかも、多 くの数字のついた遺跡群

の遺跡名を識別する場合、混乱が生 じる可能性が

非常に高い。このような意味からも、遺跡名称は、

数字でつけることは避ける必要があるように思わ

オtる 。

(3)新遺跡名称のつけ方の原則

① niE跡名称のつけ方

新たにつける遺跡名称は大字小字名を用いて「大

字小字遺跡」と表記する。

②  「M3遺跡」、「M14遺跡」について

『三里塚』で使われていた「NQ 3遺跡」、「NQ14

遺跡」においては、遺跡の認定方法の基準が異な

つており、しかも、この中にあるとされる「NQ51

遺跡」、「NQ52遺跡」、「NQ55遺跡」、「No56遺跡」の

遺跡範囲が明確でなかつた。

今後は、「NQ 3遺跡」については、「No51遺跡」

と「NQ52遺跡」を「NQ 3遺跡」に含めることにす

る。また、「No14遺跡」についても、「NQ55遺跡」

と「NQ56遺跡」を「NQ14遺跡」に含めることにす

る。しかしながら、『三里塚』の報告書において「NQ51

遺跡」、「NQ52遺跡」、「No55遺跡」、「NQ56遺跡」 と

表記されていることから、遺跡名称の経緯がわか

るように「東三里塚吉野台遺跡 (空港NQ 3・ 51・

52遺跡 )」 、「古込遺跡 (空港No14・ 55・ 56遺跡 )」

と表記する。

③ 製鉄遺跡について

「NQ60遺跡」、「NQ61遺跡」の調査の際に新規に

発見された斜面の製鉄遺構について、新規の遺跡

発見 として、それぞれ「取香製鉄遺跡」、「御幸畑

製鉄遺跡」として調査を行つた。しかしながら、

製鉄遺跡 として認識 した場合、それぞれの製鉄遺

跡においては、台地上にも製鉄に関する遺構が出

土している。その結果、台地上においては、NQで

つけられた遺跡名称 と製鉄名でつけられた遺跡名

称が重複することになる。 このことは、遺跡を遺

跡の性格 。時代 。出土遺物をもとにつけた結果生

じたことである。このような類例は、貝塚・低湿

地の遺跡名称においても同様の混乱が生じている。

このようなことから、遺跡名称の重複を避ける

ため、製鉄が出土している部分についても台地上

でくくつた遺跡の範囲が拡がったという解釈をと

り、台地上につけた遺跡名称をつける方法が適当

かと思われる。 これにより「NQ60遺跡」と「取香

製鉄遺跡」は「取香和田戸遺跡 (空港NQ60遺跡 )」

に含まれることになり、「取香製鉄遺跡」の名称は

なくなり、「取香和田戸遺跡 (空港NQ60遺跡 )」 の

中に製鉄関連の遺構があるという認識をすること

にする。「御幸畑製鉄遺跡」においても同様の認識

をすることにする。

(4)成田市 。芝山町・ 多古町教育委員会の遺跡名

称のつけ方

成田市・芝山町 。多古町の教育委員会の方とは、

事前に遺跡名称のつけ方について話し合った結果、

空港予定地内所在の遺跡の名称について千葉県文

化財センターで新たにつけても別段かまわないと

いうことであつた。

空港予定地内の遺跡の大半を占める成田市所在

の遺跡名称については、成田市教育委員会では、

「成田市文化財分布調査報告書』において小字名

を採 り「小字遺跡」 と遺跡名称をつけていたが、

今後は大字小字名を採 り「大字小字遺跡」と遺跡

名称をつけ替えるという意向であった。成田市所
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（奏増〓２淑劇）羮錮鐸担起輔鋼嘔筆引

（奏増８夕鸞劇）奏増担蘇調葉綱榊

（趣”一２壇劇）奏増抑嶽郎錮集コ榊

（奏増∞夕製劇）奏躙細導紬調集相榊

（養増卜２製劇）養増藤駆烙調集相榊

（Ｓ”』２製劇）磨増諄駆語錮鰈担榊

（溶口０２理則）奏増酬ぷ蝶ヾκ

（墨燿い夕淑馴）奏増抑撫蝶ヾ米

（湊増一夕製劇）奏増涵帥蒻訓訓糎

（湊増圏・鷹・∞夕淑劇）奏燿抑鐘枷禅訓訓課

（ヽ口Ｎ２製即）魯増都許担抑

（奏増Ｈ２壇劇）誨増躁轟組卸

（Ｈ）彙熙Ｏ緯響墨興測縛響櫓興案Ｃ養霜憚拠ζ製投卜製則　　憔【熙
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銀
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愕田優

Ｅ田優

モ田優

モ田優
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据田怪

儡田賀

モ田優

拒田優

儡田優

モ田優

に日優
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モ田優
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Ｅ田優
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『貧）図習や煮」

湊増「喘

『』椰認黙さ」

墨増ぶ部黒冊尋

『卜臨製ぶさ」

拳錮ぶ郡畑甚

〇卜〇【

『榊巾騨掴需

に像溶増ζ製製中率

区製側送回條嵌案」

穏゛溶増里

基口毅峻断

62゛ヾ奏増案

（趣錮８夕地劇）蕎増網綱鸞響州黎ヰ

（Ｓ口お２鸞劇）Ｓ増世セ禦州黎＋

（養増８′理畑）趣”繋世鸞禦州熙＋

（奏綱３夕製劇）養増抑銀糾討業Ж

（奏増３２壇劇）奏増釧苺織業Ж

（奏増８夕理劇）養増織翻網鐵釈

（誨増８２鸞劇）魯綱繋銀訃燎鐵諜

（墨増‘夕淑劇）拳”渕銀訃颯鐵凛

（奏増ご〓壇劇）奏増掴銀訃蝶縦銀

（奏増８髪製劇）墨錮嶽嘔嘱脚騒

（Ｓ増８重壇劇）奏増弧嘔爆脚騒

（趣増３・３・コ燿壇劇）奏層銀和

（奏増８・Ｂ。〓夕淑劇）溶綱諫和

（湊増ぶ。お。∞夕鸞劇）奏錮抑喩枷蒻訓鋼課

〈湊増ぶ。ぶ。∞２聟劇）奏増抑鍮和蒻訓鋼凛

（奏増ヽ夕製劇）趣増権凶凶和

（溶増漏夕製劇）養増要素鍮蛛掘

（Ｓ増Ｒ夕壇劇）奏錮錮集喩珠掘

（奏増會夕理劇）湊増細継瀬Ж

（∞）鍵興Ｏ縫響養躙測縫押墨興案Ｃ墨躙憚権超響艘卜製則　　憔い紙
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在の空港予定地内の遺跡名称についても、新しく

遺跡名称をつけるのであれば、「大宇小字遺跡」と

表記する方がいいのではないかという指摘があっ

た。

千葉県文化財センターにおいても、成田市の遺

跡名称のつけ方に則って大字小字名で遺跡名称を

つけることが最 も妥当かと思われる。

(5)今後の遺跡名称の表配について

今後用いる新遺跡名称の一覧表は第 1・ 2表の

とおりであるが、その遺跡名称の表記方法につい

ては、下記の方法に基づいて行う。

① 新たにつける遺跡名称は、大宇小宇唱に基づ

いて遺跡名称をつける。

② 遺跡名称の表記方法

【大宇小宇遺跡 (空港h**遺跡)と表記する】

これまでに発掘調査報告書が一部刊行されてい

ることから、研究学史を尊重し遺跡名称の経緯が

わかるように ( )の 中に遺跡番号を併記する必

要がある。その場合、何の「NQ**遺跡」が端的

に表現できる「空港」を併せ、「空港NQ**遺跡」

と表記することが適当と思われる。

③ 空港予定地内と予定地外にまたがる遺跡名称

について

空港予定地内と予定地外にまたがる遺跡の場合、

例えば、空港予定地内に所在する遺跡範囲に対 し

て「空港NQ**遺跡」 と表記したとすれば、空港

予定地外に所在する遺跡には予定地内とは異なる

遺跡名称がつけられ、同一の遺跡でありながら二

つの遺跡名称が用いられる可能性がある。あるい

はまた、空港予定地外の遺跡 までも含めて、空港

予定地ではないにもかかわらず「空港NQ**遺跡」

という遺跡名を用いなければならな くなる。

このような混乱を避ける意味からも、遺跡名称

は大字小字名で表記し、遺跡名称の経緯がわかる

ように ( )の 中に「空港NQ**遺跡」 と表記す

る必要がある。

4。 まとめ

『新東京国際空港埋蔵文化財調査報告書Ⅶ』に

おいて空港予定地内所在遺跡の遺跡名称を行つた

が、今後の問題点 と課題 として以下のようなこと

があげられる。

①空港予定地内所在遺跡の新遺跡名称を当文化財

センターはもとより、広く一般の人にまで周知

徹底することを図る必要がある。

②そのためには、継続的に新遺跡名称を用いて、

遺跡名称を定着させる必要がある。

③大字小字に基づいて遺跡名称をつける有効性と

して、大字名で地域を限定し、小字名でその地

域のどの地点かを示すことができる点があげら

れる。1,065haに もおよぶ広大な空港予定地内の

敷地内の追跡群の様相を浮き彫りにするために

も、遺跡番号で示した遺跡名よりも大字小字で

示した遺跡名の方がより有効な認識方法である

ということを実践で示す必要がある。その実践

の第一歩として、空港予定内の遺跡群の長期整

理計画は、大字でくくられる地域単位ごとに順

次報告書をまとめ、地域単位の比較検討を行う

ことによって空港予定内の全体像を把握する予

定でいる。

④大字小字で示される地名は、歴史性 。地域性・

環境等を意味するものが多くみられる。遺跡名

称をつけるにあたっては、できるだけ大字小字

に則って行うことが望まれる。特に、空港予定

地内のような大規模開発により旧地形や環境が

一変してしまう地域においては必要なことであ

ろう。

⑤遺跡名称が行政区画が異なることによって、同

一遺跡でありながら遺跡名が重複する場合が非

常に多く見受けられる。行政区画間において連

絡を緊密にとることはもとより、遺跡名称の命

名方法の検討を行う必要がある。

⑥遺跡名称の持つ意味を改めて考え直す必要があ

る。今回は、空港予定地内所在遺跡の遺跡名称

について考え直した結果、遺跡名称を変更する

ことが妥当であることになったが、千葉県内に

おいては、まだまだ遺跡名の命名方法が系統だ

っているとは決していえない。また、今後も新

規の遺跡も多く発見されることが予想される。

遺跡名称の命名方法の整備が急務な段階にきて

いるといえよう。この意味からも、空港予定地

内所在遺跡の遺跡名を変更した経緯は参考にな

るのではないだろうか。
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